
 

本資料は、信頼できると思われる情報ソースから入手した情報・データに基づき作成していますが、当社はその正確性、完全性、信頼性等を
保証するものではありません。本資料は、執筆者の見解に基づき作成されたものであり、当社及び住友商事グループの統一的な見解を示す 
ものではありません。本資料のご利用により、直接的あるいは間接的な不利益・損害が発生したとしても、当社及び住友商事グループは一切
責任を負いません。本資料は、著作物であり、著作権法に基づき保護されています。 (1 / 1) 

 

 

はじめに 
2017 年 10 月 13 日にトランプ大統領が行ったイラン戦略に関する演説を踏まえ、今後の展開につい

て解説する。トランプ大統領は演説の中で、イランは核合意、包括的共同作業計画（JCPOA）の精神

を守っておらず、イランによる合意順守を認定できないと表明した。これによって、イラン経済制裁

が即時再開、強化される可能性は低いが、年明け以降、大統領権限の範囲内で経済制裁が順次再開さ

れる可能性がある。 
 

1．イラン核合意をめぐる今後の展開 
【資料 1】（次頁）はイラン核合意をめぐる今後の可能性について、米国政治の観点から情報を整理

したものだが、「認定せず」とある赤の矢印が現在位置である。ここから国際交渉と、米国内プロセス

の 2 つの道筋が考えられ、この内外交渉を同時並行で進めることも可能で、現にトランプ大統領は同

盟国や連邦議会との協議をそれぞれ進めると言明している。 
 
まず一つの道筋は、国際交渉を進める選択肢で、イランの合意違反を締約国に提起し、問題の解決

に至らない場合は国連安保理制裁を再開する、というものである。しかし、検証作業を担う国際原子

力機関（IAEA）が、イランは合意を忠実に履行している、と認定している現状では、核合意に関する

国際交渉をトランプ政権の意向通りに進めることは難しいと思われる。 
 
もう一つの道筋は、米国が国内法に基づき、単独でイラン経済制裁の再開、強化を検討する、とい

うものである。 
 
「イラン核合意再検討法」（P.L.114－17）と呼ばれる米国の国内法では、時の政権がイランの合意

順守状況に関して、「認定」または「不認定」の判断を下すことになっている。今回のように「不認定」

になった場合、連邦議会は、特別に認められた審議プロセスの下、経済制裁再開の法案を上程、審議

することができるし、またトランプ政権も大統領権限の範囲内で独自に制裁を再開することができる。 
 
制裁再開のイニシアチブをとるのが政権なのか、議会なのか、両者なのか、と 3 つの組み合わせが

あり、いずれにしても、あくまで米国による単独行為だが、米国の制裁法の性格上、多くのグローバ

ル企業のイラン・ビジネスに影響を及ぼす可能性がある。なお、先週の大統領の演説を受け、既に米

財務省は経済制裁対象リストに 4 つの企業を新たに書き加え、革命防衛隊（IRGC）への制裁強化を明

らかにしている。 
 
ただし、この度の「不認定」は、政権や連邦議会に対して、イラン制裁の再開を義務付けるもので

はなく、今回の演説でイランへの厳しい対抗姿勢を明らかにしたにも関わらず、経済制裁をめぐる大

枠は当面は現状のまま、という可能性もある。 
 

2．さらなる行方 
今後の展開に関しては、トランプ政権や連邦議会による制裁措置の軽重によって、イランも核合意

を引き続き順守する義務があるか否かを自ら判断するものと思われ、核合意の将来は甚だ不透明と言

わざるを得ない。トランプ演説では JCPOA からの脱退も示唆されたものの、政権幹部の意向として

は核合意の破綻までは望んでいない、との米国内の報道もあり、また、異例の共同声明において英独

仏首脳が引き続き合意を順守していくことの重要性に触れている。 
 
米国内政は、年末に向けて 2018 年度予算、債務上限問題や税制改革といった大きな案件の審議が控

えていることから、トランプ政権、議会共和党は、果たしてイラン制裁を審議し、可決するだけの時

間や政治資本があるのか、という問題もある。引き続き、今後の展開を注視したい。 
以上 
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イラン核合意再検討法 
（INARA） 

2015年 5月 22日成立 

包括的共同作業計画 
（JCPOA） 

2016年 1月 16日履行 

国連安保理決議 
（UNSCR2231） 

2015年 7月 20日採択 

議会報告 
 
■重大な違反： 
イランによる、重大な合意違反の可能性について情報
を入手した場合、大統領府は 10 日以内に議会に報
告を行う。 
さらに、その後 30日以内に「重大な違反」の有無を大
統領府が認定する。 
 
■合意履行の認定： 
以下 4 項目に基づき、90 日毎にイランの合意順守を
認定（certify）し、議会に報告する。 
・ イランは検証可能な方法で合意を順守しているか 
・ 重大な違反を犯していないか 
・ 核開発推進につながる行為はないか 
・ 対イラン制裁解除は国益に資するか 
 
■半期報告： 
180日毎に報告書を議会に提出する。 
・ イランの核合意の履行状況 
・ イラン金融機関によるテロ資金供与の有無 
・ ミサイル開発に関わる活動状況 
・ テロ支援活動の有無 

紛争解決に至らなければ、 
国連安保理に報告 

国連安保理 

対イラン制裁解除の 
是非について採決 

安保理制裁
の再開 

米国法に 
基づく制裁の
再開 

連邦議会 

上院、または下院で、制裁再開法案を上
程することができるが、義務ではない。 
「重大な違反」や「合意順守の不認定」が
報告されてから 60日以内であれば、法案
の審議プロセスを迅速化させることが認めら
れている。 
当該法案は大統領拒否権の対象である。 
 

トランプ政権 

大統領権限の範囲内で対イラン制裁を再
開することができるが、義務ではない。 
対イラン制裁を命じた大統領令の復活や、
対イラン制裁関連法の再適用を決定する
ことが認められている。 

「制裁解除の継続」決議案が 
否決されれば制裁再開 国際合意 

米国内法 

選択肢 A 
国際プロセスに持ち込み、 
安保理制裁の再開を図る 

選択肢Ｂ 
国内プロセスにとどめ、 
国内法の範囲内で対処する 

■政権も連邦議会も措置を講じない 
「不認定」は制裁の即時再開を命じるも
のではなく、政権も連邦議会も追加措置
を何ら講じない。 

■政権のみが制裁措置 
大統領権限の範囲内で制裁再開に踏
み切る。かつての大統領令の復活、SDN
リスト拡大等。 

■連邦議会のみが制裁措置 
大統領府による「不認定」を受けて、議
会のみが立法措置を講じる。政権は追
加措置をとらない。 

■政権と連邦議会がそれぞれ制裁措置 
連邦議会と政権の両者がイラン制裁の
再開に向けた措置を講じる。 

認定せず 
（de-certify） 

■合同委員会 
■外相会議 
■諮問会議 

紛争解決メカニズム 
（第 36条） 

合意違反があれば、 
協議の場を設ける 

現状維持 
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